
医
療
費
分
析
のお

知
ら
せ

～
国
民
健
康
保
険　

医
療
費
適
正
化
特
別
対
策
事
業
～

　

市
の
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
で
は
、
健
康
管
理
に
役
立

て
て
い
た
だ
く
た
め
、「
医
療
費
適
正
化
特
別
対
策
事
業
」

を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
事
業
の
主
な
も
の
は
、
み
な
さ
ん

の
医
療
費
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
も
と
に
医
療
機
関
別
の
受
診

状
況
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
を
行
う
「
医
療
費
分
析
事
業
」

で
す
。
そ
の
分
析
結
果
か
ら
「
入
院
者
の
医
療
状
況
」
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

平
成
22
年
５
月
診
療
分
の

入
院
者
の
医
療
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

　

入
院
者
の
件
数
は
、
短
期

入
院
は
３
６
８
件
（
図
①
参

照
）
で
、
前
年
同
月
と
比
較

す
る
と
27
件
（
７
・
９
㌫
）

の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
長
期
入
院
は
59
件

（
図
②
参
照
）
で
前
年
同
月

と
比
較
す
る
と
22
件
（
27
・

２
㌫
）
の
減
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

短
期
入
院
と
長
期
入
院
を

合
わ
せ
る
と
４
２
７
件
で
、

前
年
同
月
と
比
較
す
る
と
５

件
（
１
・
２
㌫
）
の
増
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
、
保
険
医
療
機
関

所
在
地
別
で
見
る
と
、
短
期

入
院
３
６
８
件
の
う
ち
市
内

の
医
療
機
関
へ
の
入
院
は
１

０
９
件
で
、
全
体
の
29
・
６

㌫
（
図
①
参
照
）
で
す
。
前

年
同
月
と
比
較
す
る
と
13
件

の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

長
期
入
院
59
件
の
う
ち
市

内
の
医
療
機
関
へ
の
入
院
は

29
件
で
、
全
体
の
49
・
２
㌫

（
図
②
参
照
）
で
あ
り
、
前

年
同
月
と
比
較
す
る
と
６
件

の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
短
期
入
院
と
長
期

入
院
を
合
わ
せ
た
市
内
の
医

療
機
関
へ
の
入
院
は
１
３
８

件
で
、
全
体
の
32
・
３
㌫
と

な
り
、
前
年
同
月
と
比
較
す

る
と
７
件
の
増
と
な
っ
て
い

ま
す
。
市
外
の
医
療
機
関
へ

の
入
院
は
２
件
の
減
で
す
。

　

次
に
、
市
内
の
医
療
機
関

で
の
１
件
当
た
り
の
平
均
月

額
医
療
費
は
、
44
万
９
，０

１
８
円
（
前
年
同
月
41
万
７

９
２
円
）
で
、
３
万
８
，２

２
６
円
（
９
・
３
㌫
）
の
増

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
外
で
の
１
件
当

た
り
平
均
月
額
医
療
費
は
57

万
２
，２
４
６
円
（
前
年
同

月
55
万
２
４
０
円
）
で
、
２

万
2
，０
０
６
円
（
４
・
０

㌫
）
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

医
療
費
の
診
療
行
為
別
構

成
割
合
の
状
況（
図
③
参
照
）

で
は
、
市
内
の
医
療
機
関
と

市
外
の
医
療
機
関
は
と
も
に
、

全
体
の
約
60
㌫
を
入
院
料
が

占
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
手
術
料
に
つ
い
て

は
、
市
外
の
医
療
機
関
の
割

合
が
19
・
５
㌫
で
市
内
の
医

療
機
関
よ
り
も
割
合
が
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。

入
院
者
の
医
療
状
況

　

平
成
23
年
度
の
国
民
健
康

保
険
料
（
国
保
料
）
の
仮
徴

収
が
、
4
月
支
給
分
の
年
金

か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

対
象
の
人
に
は
、
4
月
上

旬
に
「
国
民
健
康
保
険
料
特

別
徴
収
仮
徴
収
額
通
知
書
」

を
送
付
し
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
人

①
平
成
23
年
１
月
31
日
時
点

で
、
国
保
料
を
年
金
か
ら
支

払
わ
れ
て
い
る
世
帯
主

②
平
成
22
年
４
月
２
日
～
10

月
１
日
の
間
に
65
歳
に
な
ら

れ
た
世
帯
主
ま
た
は
国
保
に

加
入
さ
れ
た
65
歳
以
上
の
世

帯
主
で
次
の
特
別
徴
収
の
条

件
を
満
た
す
人

▼
特
別
徴
収
の
条
件

　

世
帯
内
の
国
保
加
入
者
が

す
べ
て
65
歳
以
上
か
つ
世
帯

主
の
年
金
が
年
額
18
万
円
以

上
で
あ
り
、
世
帯
主
の
介
護

保
険
料
と
国
保
料
の
合
計
が

年
金
額
の
2
分
の
１
を
超
え

て
い
な
い
こ
と

※
「
特
別
徴
収
」
と
は
国
保

料
を
年
金
か
ら
天
引
き
し
て

徴
収
す
る
制
度
の
こ
と
で
す 

　

国
保
料
に
つ
い
て
、
年
金

か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
人
は
、

金
融
機
関
へ
の
届
け
出
後
、

国
保
医
療
課
の
窓
口
に
届
け

出
る
こ
と
に
よ
り
、
国
保
料

の
支
払
方
法
を
口
座
振
替
へ

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
に
は
、

①
金
融
機
関
へ
の
届
け
出

・
通
帳
、
届
け
出
印

・
被
保
険
者
証
ま
た
は
特
別

徴
収
決
定
通
知
書
（
仮
徴
収

決
定
通
知
書
）

②
国
保
医
療
課
へ
の
届
け
出

・
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

・
口
座
振
替
依
頼
書
控
え

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

３
月
末
ま
で
に
届
け
出
さ

れ
た
場
合
、
６
月
以
降
受
給

す
る
年
金
か
ら
の
天
引
き
を

中
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
国
保
料
の
口
座
振
替
の
手

続
き
を
さ
れ
た
場
合
、
こ
の

ほ
か
の
普
通
徴
収
の
市
税
も

併
せ
て
口
座
振
替
で
の
お
支

払
に
変
更
と
な
り
ま
す

　

所
得
税
や
市
府
民
税
の
申

告
義
務
が
な
い
人
で
も
国
保

で
の
所
得
申
告
が
必
要
と
な

る
人
に
は
、
国
保
医
療
課
か

ら
申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
の
で
、
必
ず
３
月
31
日

（
木
）
ま
で
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。 

　

国
保
料
を
滞
納
す
る
と
、

納
付
状
況
に
応
じ
て
、
有
効

期
限
が
３
カ
月
・
６
カ
月
・

12
カ
月
の
短
期
被
保
険
者
証

の
交
付
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
短
期
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
が
切
れ
る
と
き
に

は
、
更
新
の
通
知
と
国
保
料

の
納
付
の
お
願
い
、
納
付
が

困
難
な
場
合
に
は
京
都
地
方

税
機
構［
☎（
46
）０
８
０
７
］

に
相
談
し
て
い
た
だ
く
よ
う

ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
特
別
な
事
情
が
な

く
、
国
保
料
の
納
付
期
限
か

ら
１
年
以
上
滞
納
す
る
と
、

「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」

の
交
付
と
な
り
ま
す
。
資
格

証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
と
、

医
療
費
は
い
っ
た
ん
全
額
自

己
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と

　

会
社
の
倒
産
や
解
雇
、
雇

い
止
め
な
ど
に
よ
り
離
職
し
、

「
特
定
受
給
資
格
者
」「
特
定

理
由
離
職
者
」
と
し
て
雇
用

保
険
を
受
給
さ
れ
る
人
（
非

自
発
的
失
業
者
）
は
、
申
請

し
て
い
た
だ
く
と
離
職
日
の

翌
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
翌

年
度
末
ま
で
の
国
保
料
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

　

国
保
料
は
前
年
中
の
所
得

金
額
を
も
と
に
算
出
さ
れ
ま

す
の
で
、
平
成
22
年
度
の
国

保
料
の
算
出
は
平
成
21
年
中

の
所
得
金
額
が
も
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
を
非
自
発
的
失

業
者
の
場
合
は
、
平
成
21
年

中
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分

の
30
と
み
な
し
て
算
出
し
ま

す
（
給
与
所
得
以
外
の
所
得
、

非
自
発
的
失
業
者
以
外
の
人

の
所
得
に
つ
い
て
は
軽
減
の

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）。ま
た
、

高
額
療
養
費
の
限
度
額
の
判

定
に
つ
い
て
も
給
与
所
得
を

１
０
０
分
の
30
と
み
な
し
て

行
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
、
申
請
に

必
要
な
も
の
は
次
の
と
お
り

で
す
。
該
当
す
る
人
は
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
平
成
21
年
度
以
前
の
国
保

料
を
軽
減
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん

▼
対
象
と
な
る
人

①
平
成
21
年
3
月
31
日
以
降

に
離
職
し
た
国
保
被
保
険
者

②
失
業
時
65
歳
未
満
の
人

③
雇
用
保
険
の
「
特
定
受
給

資
格
者
」「
特
定
理
由
離
職

者
」（「
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
」
の
離
職
理
由
に
、

11
・
12
・
21
・
22
・
23
・

31
・
32
・
33
・
34
と
記
載
の

あ
る
人
）
と
し
て
失
業
給
付

を
受
け
る
人

※
①
～
③
の
条
件
を
す
べ
て

満
た
す
人
が
対
象
で
す

※
「
雇
用
保
険
特
例
受
給
資

格
者
証
」「
雇
用
保
険
高
年

齢
受
給
資
格
者
証
」
を
お
持

ち
の
人
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

・
印
か
ん

国
民
健
康
保
険
料

（
特
別
徴
収
分
）
の

仮
徴
収
に
つ
い
て

所
得
の
な
い
人
も

申
告
を

国
保
料
の
お
支
払
方
法

の
変
更
に
つ
い
て

と
な
り
ま
す
。
ど
う
し
て
も

国
保
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、
お
早
め
に
国
保
医
療

課
窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
保
料
を
滞
納
す
る
と

非
自
発
的
失
業
者
の
人
は

　
　
　

国
保
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す

第三者行為は届け出を
　交通事故などが原因で（第三者行為といい
ます）ケガや病気になった時、国保の被保険
者証を使って医療を受ける場合は、「第三者
行為による傷病届」を提出してください。
　国保へ届け出る前に示談をした場合は、そ
の取り決めが優先され、国保が使えなくなり
ますので、必ず示談する前に届け出してくだ
さい。
　医療費は、国保で一旦支払い、後で市から
加害者に請求を行います。

保険医療機関所在地別
入院件数の状況（５月診療分） ⎭

⎫
⎭
⎫

図①　短期入院件数（６カ月未満）

城陽市内機関
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京都市内機関
105件

宇治市内機関
108件

その他
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図②　長期入院件数（６カ月以上）

城陽市内機関
29件

京都市内機関
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宇治市内機関
16件

その他
10件

平成22年
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図③　診療行為別機関構成割合の状況
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医
療
費
が
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
国
保
制
度
の
安
定
の

た
め
に
、
次
の
よ
う
に
上
手
な
受
診
を
心
が
け
、
医
療
費
の

節
減
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

① 

一
つ
の
病
気
で
お
医
者
さ
ん
を
あ
ち
こ
ち
変
え
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う

②
時
間
外
や
休
日
の
受
診
は
な
る
べ
く
さ
け
ま
し
ょ
う

③
薬
を
た
く
さ
ん
ほ
し
が
る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う

④ 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
用
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

⑤
か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

⑥
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
を
う
け
ま
し
ょ
う

⑦
お
医
者
さ
ん
を
信
頼
し
て
、
指
示
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

70
～
74
歳
の
人
（
現
在
３
割
負
担
の
現
役
並
み
所
得
者
を

除
く
）
の
自
己
負
担
が
、
平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
24

年
３
月
31
日
ま
で
の
１
年
間
、
１
割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　

現
在
、「
２
割
（
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
１
割
）」
と
記

載
さ
れ
た
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
人
に
は
、
間
も
な
く

４
月
以
降
に
使
用
し
て
い
た
だ
く
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を

送
付
し
ま
す
。

　

１
カ
月
の
支
払
い
額
が
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
と

き
、
そ
の
超
え
た
金
額
が
、

高
額
療
養
費
と
し
て
後
か
ら

支
給
さ
れ
ま
す
。
こ
の
支
給

を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。
被
保
険
者
証
、

印
か
ん
、
領
収
書
、
振
込
先

の
分
か
る
も
の
を
国
保
医
療

課
に
持
参
し
、
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
70
歳
未
満
の
す
べ

て
の
人
と
70
歳
以
上
で
住
民

税
が
非
課
税
の
世
帯
の
人
は
、

入
院
治
療
費
が
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
な
る
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
を
交
付
し
ま

す
の
で
、
入
院
の
際
は
被
保

険
者
証
、
印
か
ん
を
持
参
し
、

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

70
歳
以
上
で
住
民
税
が
非

課
税
で
あ
る
世
帯
以
外
の
人

は
「
高
齢
受
給
者
証
」
に
よ

り
入
院
時
の
限
度
額
が
自
動

的
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

入
院
の
ほ
か
、
支
払
わ
れ

た
金
額
に
よ
り
外
来
・
調
剤

も
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
申
請
に
は
、
支
払
わ
れ

た
金
額
の
確
認
が
必
要
な
た

め
、
領
収
書
を
必
ず
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

※
該
当
す
る
見
込
み
の
お
支

払
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
高
額
療
養
費
の
申
請
の

前
に
他
の
申
請
な
ど
に
領
収

書
の
原
本
を
提
出
さ
れ
る
時

は
必
ず
写
し
を
保
管
し
て
お

い
て
く
だ
さ
い

　

基
準
日
で
あ
る
平
成
22
年

７
月
31
日
時
点
で
、
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
た
人

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

同
じ
世
帯
で
平
成
21
年
８

月
１
日
か
ら
平
成
22
年
７
月

31
日
ま
で
の
１
年
間
（
算
定

期
間
）
に
支
払
っ
た
国
保
と

介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
を

合
計
し
、
限
度
額
を
超
え
た

場
合
に
そ
の
超
え
た
金
額

（
５
０
０
円
を
超
え
る
場
合
）

を
支
給
し
ま
す
。
限
度
額
は

表
１
の
と
お
り
で
す
。

　

申
請
は
次
の
も
の
を
持
参

の
う
え
、
国
保
医
療
課
の
窓

口
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　

現
在
ご
加
入
の
健
康
保
険

の
被
保
険
者
証
、
介
護
保
険

被
保
険
者
証
、
振
込
先
の
分

か
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）、

印
か
ん

※
同
一
世
帯
で
な
い
人
が
申

請
す
る
場
合
は
、
委
任
状
が

必
要
と
な
り
ま
す

※
算
定
期
間
中
に
、
他
の
健

康
保
険
か
ら
国
保
に
加
入
し

た
場
合
は
、
前
に
加
入
し
て

い
た
健
康
保
険
で
の
「
医
療

費
自
己
負
担
額
証
明
書
」
が

必
要
と
な
り
ま
す

※
算
定
期
間
中
に
、
他
の
市

町
村
よ
り
転
入
し
た
場
合
は
、

「
介
護
保
険
自
己
負
担
額
証

明
書
」
が
必
要
と
な
り
ま
す

　

出
産
育
児
一
時
金
の
直
接

支
払
制
度
と
は
、
国
保
の
被

保
険
者
が
出
産
す
る
と
き
に
、

事
前
に
被
保
険
者
が
医
療
機

関
な
ど
と
代
理
契
約
を
結
ぶ

こ
と
に
よ
り
、
市
か
ら
出
産

育
児
一
時
金
が
直
接
医
療
機

関
な
ど
に
支
払
わ
れ
る
制
度

で
す
。
出
産
の
た
め
に
あ
ら

か
じ
め
多
額
の
現
金
を
用
意

す
る
必
要
が
な
く
、
窓
口
で

の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

直
接
支
払
制
度
の
利
用
を

希
望
す
る
場
合
は
、
医
療
機

関
な
ど
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
な
お
、
直
接
支
払
制

度
が
で
き
な
い
医
療
機
関
な

ど
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の

場
合
は
出
産
前
に
国
保
医
療

課
窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
直
接
支
払
制
度
の

利
用
を
希
望
さ
れ
な
い
場
合

は
、
出
産
後
国
保
医
療
課
へ

出
産
育
児
一
時
金
を
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
は
、

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
医

療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
て

い
た
だ
き
、
申
請
後
、
出
産

育
児
一
時
金
を
市
か
ら
お
支

払
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

退
職
者
医
療
制
度
と
は
、

退
職
被
保
険
者
の
自
己
負
担

以
外
の
医
療
費
が
被
用
者
保

険
の
拠
出
金
と
退
職
被
保
険

者
の
保
険
料
に
よ
り
賄
わ
れ

る
制
度
で
す
。

　

退
職
者
医
療
制
度
の
退
職

被
保
険
者
本
人
と
な
る
の
は
、

○
65
歳
未
満
の
人　

○
厚
生

年
金
・
共
済
組
合
な
ど
の
被

用
者
年
金
を
受
給
し
て
い
る

人　

○
被
用
者
年
金
に
20
年

以
上
、
ま
た
は
40
歳
以
降
で

10
年
以
上
加
入
し
て
い
る
人
、

と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
資
格
は
、
年

金
受
給
権
が
発
生
し
た
日
か

ら
の
取
得
と
な
り
ま
す
。
年

金
証
書
を
受
け
取
ら
れ
た
ら
、

年
金
証
書
、
被
保
険
者
証
、

印
か
ん
を
持
っ
て
、
国
保
医

療
課
ま
で
届
け
出
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
65
歳
に
な
ら
れ
る

と
、
一
般
国
保
の
被
保
険
者

証
に
変
更
に
な
り
、
誕
生
日

月
中
に
新
し
い
一
般
の
被
保

険
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

　

平
成
22
年
６
月
か
ら
10
月

ま
で
実
施
し
て
い
た
特
定
健

診
を
受
診
し
た
人
で
、
特
定

健
診
の
結
果
か
ら
保
健
指
導

が
必
要
と
判
定
さ
れ
た
人
に

は
、
後
日
、
市
か
ら
「
特
定

保
健
指
導
」
の
案
内
文
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
。

　

生
活
習
慣
を
改
善
し
な
け

れ
ば
と
思
っ
て
も
、
具
体
的

に
ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か

ら
な
い
時
も
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
時
に
参
考
に
な
る
の
が

特
定
保
健
指
導
で
す
。
積
極

的
に
参
加
し
て
改
善
の
き
っ

か
け
を
つ
か
み
ま
せ
ん
か
？　

生
活
習
慣
の
改
善
の
た
め
に

積
極
的
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
保
健
セ
ン
タ
ー
で

健
康
相
談
（
要
予
約
）
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
特
定
保
健

指
導
に
該
当
し
な
い
人
で
も

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
☎（
55
）１

１
１
１

　

他
の
健
康
保
険
か
ら
国
保
に
加
入
す
る
場
合
や
、
国
保
か

ら
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
、
な
る
べ
く
早
く
国

保
医
療
課
に
届
け
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
保
に
加
入
す
る
場
合
は
、
他
の
健
康
保
険
の
資
格
喪
失

後
14
日
以
内
に
届
け
出
が
無
い
と
、
届
け
出
日
か
ら
し
か
保

険
の
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
他
の
健
康
保
険
の

資
格
喪
失
日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
（
最
長
２
年
）
国
保
料
を

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

国
保
か
ら
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
も
必
ず
届
け

出
を
お
願
い
し
ま
す
。
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
後
は
、

国
保
の
被
保
険
者
証
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

　

他
の
健
康
保
険
へ
の
加
入
後
に
国
保
の
被
保
険
者
証
を
使

い
医
療
機
関
に
か
か
ら
れ
る
と
、
国
保
で
負
担
し
た
費
用
を

全
額
請
求
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（表1）医療と介護の高額合算制度に係る負担限度額表

区　分
国民健康保険＋介護保険

70歳〜74歳 70歳未満

現役並み所得者
上位所得者

67万円 126万円

一　般 56万円 67万円

非課税
区分Ⅱ 31万円

34万円
区分Ⅰ 19万円

※�区分Ⅰで、介護サービス利用者が複数いる世帯の場合
は、区分Ⅱの限度額が適用されます

■用語説明■
現役並み所得者：70歳以上で３割負担をされている人
上位所得者：70歳未満で国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除
後の総所得金額が600万円を超える世帯の人
区分Ⅱ：世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の人
区分Ⅰ：世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で所得がない人
　　　　（年金収入は80万円以下の人）
一般：上記以外の人

医
療
費
の
節
減
に　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

ご
協
力
く
だ
さ
い

70
〜
74
歳
の
医
療
費
の
負
担
に
つ
い
て

ジェネリック医薬品を　 
　　　　　　使いましょう
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、
厚生労働省により新薬と効き目や安全性が
同等と認められたもので、その価格は新薬
のおよそ３〜７割です。ジェネリック医薬
品を使用することにより医療給付費とともに自己負担分も節減する
ことができます。
　医療機関などでジェネリック医薬品希望カードを提示することに
より、変更可能であれば新薬からジェネリック医薬品に切り替える
ことができます。「ジェネリック医薬品希望カード」は被保険者証
とともにお渡ししていますが、国保医療課窓口でも配布しています。
ぜひご利用ください。

高
額
療
養
費
の　

　

申
請
に
つ
い
て

医
療
と
介
護
の
高
額

合
算
制
度
に
つ
い
て

出
産
育
児
一
時
金
の 

　
　

直
接
支
払
制
度

退
職
者
医
療　
　

 

　

制
度
に
つ
い
て

特
定
保
健
指
導
を　

　

実
施
し
て
い
ま
す

国
保
加
入
・
喪
失
の
手
続
き

国
民
健
康
保
険
へ
の　
　
　
　
　

　
　
　
　

届
出
は
14
日
以
内
に
!!

こ
ん
な
と
き

手
続
き
に
必
要
な
も
の

国保に入るとき

他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
て

き
た
と
き

印
か
ん
、
他
の
市
区
町
村
の
転

出
証
明
書

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と

き

印
か
ん
、
職
場
の
健
康
保
険
を

や
め
た
証
明
書

職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者

で
な
く
な
っ
た
と
き

印
か
ん
、
被
扶
養
者
で
な
く
な

っ
た
証
明
書

子
供
が
生
ま
れ
た
と
き

印
か
ん
、
被
保
険
者
証
、
母
子

健
康
手
帳
又
は
出
生
証
明
書

生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た

と
き

印
か
ん
、
保
護
廃
止
決
定
通
知

書

外
国
人
が
は
い
る
と
き

外
国
人
登
録
証
明
書

国保をやめるとき

他
の
市
区
町
村
へ
転
出
す
る
と

き

印
か
ん
、
被
保
険
者
証

職
場
の
健
康
保
険
に
は
い
っ
た

と
き

印
か
ん
、
国
保
と
職
場
の
健
康

保
険
の
両
方
の
被
保
険
者
証

（
未
交
付
の
と
き
は
加
入
し
た

こ
と
を
証
明
す
る
も
の
）

職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者

に
な
っ
た
と
き

国
保
の
被
保
険
者
が
死
亡
し
た

と
き

印
か
ん
、
被
保
険
者
証

生
活
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き

印
か
ん
、
被
保
険
者
証
、
保
護

開
始
決
定
通
知
書

外
国
人
が
や
め
る
と
き

被
保
険
者
証
、
外
国
人
登
録
証

明
書

その他

退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な

っ
た
と
き

印
か
ん
、
被
保
険
者
証
、
年
金

証
書

市
内
で
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

印
か
ん
、
被
保
険
者
証

世
帯
主
や
氏
名
が
変
わ
っ
た
と

き世
帯
が
分
か
れ
た
り
、
い
っ
し

ょ
に
な
っ
た
と
き

修
学
の
た
め
、
別
に
住
所
を
定

め
た
と
き

印
か
ん
、
被
保
険
者
証
、
在
学

証
明
書

被
保
険
者
証
を
な
く
し
た
と
き

（
あ
る
い
は
汚
れ
て
使
え
な
く

な
っ
た
と
き
）

印
か
ん
、
本
人
確
認
で
き
る
も

の（
汚
れ
た
と
き
は
使
え
な
く

な
っ
た
被
保
険
者
証
も
）

※
高
齢
受
給
者
証
等
の
受
給
者
証
や
、
そ
の
他
認
定
証
を
お
持

ち
の
人
は
被
保
険
者
証
と
と
も
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い

平成23年（2011年）3 月21日　（2）
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